
第 ４ 号議案 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ近江八幡市準備委員会 

総会から常任委員会への委任事項（案）について 

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ近江八幡市準備委員会会則第１０条第３項第

５号に基づく総会から常任委員会に委任する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 開催準備の総合企画及び運営に関すること。 

２ 広報、市民協働及び歓迎に関すること。 

３ 競技会場及び競技運営並びに式典に関すること。 

４ 宿泊及び医事・衛生に関すること。 

５ 輸送・交通、警備・消防に関すること。 

６ その他会務に必要な事項に関すること。 


